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裸足で大地を踏みしめて 
四保育所合同こ体育のつどいこ 

雨で延びのびになった今年の 「四保育 

所合同体育の集い」 は、休日開催がどう 

してもできず、 9 月27日（月）に町民グラン 

ドで行われました。 

子どもたちは、毎日青空の下で、元気 J 

いっぱい遊んでいます。 日頃遊んだ色い 

ろなことを大きな集団の中で取り組み、 

仲間意識を高め、協調の心を養い、体カ 

づくりに役立てようと、父母の会連合会 

の要望で始められたこの体育の集いも今 

年で8回目になります。 

平日だったため、午後の部の父母参加 

のプログラムは、取りやめになりました 

が、玉入れ、リレー、遊戯と、芝生の上 

をはだしで元気いっぱい走り回り、雨で 

る正7ドク）7.ドにかーっか うーっ」くミメ タ日書にすか 

【快晴の秋空の下で元気いっばい玉入れをする保育園児】 のようなはしゃぎぶりでした。 

10支所が優勝、 2位は7区 

320歳町民ソフトボール大会 

恒例の320歳ソフトボール大会が、例年にな 
く冷え込んだ10月24日（日）、町民グランドと市場小 

学校運動場で行われました。 
この大会は、赤池町体育協会主催、ソフトボー 

ル連盟運営で各地区公民館から19チームが参加。 

参加資格は27歳以上で1チーム9人の合計年齢 

が320 歳以 L という制限があるユニークな大会 

です。 
試合は、4つのパート 

で’リングリーグを行い、 

猿畑、 10 支所、西町、 

7 区が決勝トーナメント 

に進出、 10 支所と7区 

で決勝戦が行われ、接戦 

の末6対5で10 支所が久 

びさの優勝に輝きました。 
【猿畑-1 3 支所戦からI 

11.12月は納税強化月間です。 11月は町民税第4期分の納税月です。 
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今

年

も

九

百

七

十

一

人

の

 

お

じ

い

ち

ゃ

ん

、

お

ば

あ

ち

 

ゃ

ん

の

長

寿

を

祝

い

、

恒

例

 

の

ひ

と

月

お

く

れ

の

敬

老

会

 

が

十

月

十

五

日

、

町

民

会

館

 

で
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

昨

年

は

九

百

十

三

人

が

該

 

当

で

し

た

が

、

今

年

は

五

十

 

、 

食糧管理制度がフ 

1 改正されまし声 

新
食
管
法
の
あ
ら
ま
し
 

食
糧
管
理
法
は
、
 

昌昭和57年1月から実施昌 

昭
和
十
L
年
以
来
 

あ
 

戦
中
戦
後
の
食
糧
難
の
時
代
か
ら
現
右
 

ま
で
、
私
た
ち
の
主
食
で
あ
る
米
を
国
 

報
 

が
責
任
を
も
っ
て
安
定
的
に
供
給
し
て
 

広
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く
。
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⑨

一

 

目
本
農
業
の
基
幹
で
あ
る
稲
作
農
業
を
 

支
え
て
き
ま
し
た
。
 

八

人

ふ

え

て

、

ま

す

ま

す

長

 

寿
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
 

式

典

で

は

、

町

長

、

議

長

 

教

育

長

、

収

入

役

か

ら

そ

れ

 

ぞ

れ

お

祝

い

の

言

葉

が

お

く

 

ら

れ

、

今

年

米

寿

を

む

か

え

 

た

安

永
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雄
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ほ
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【園児のおどりを拍手でこらんになるお年寄り】 

百

六

十

人

の

八

十

歳

以

E

の
 

方

に

県

知

事

表

彰

と

記

念

品

 

が

、

ま

た

、

九

十

歳

以

上

の

 

堀

辰

野

さ

ん

ほ

か

十

三

人

と

 

七

十

歳

以

上

の

該

当

者

全

員

 

の
代
表
と
し
て
大
森
一
nE
市
さ
 

ん

に

そ

れ

ぞ

れ

町

か

ら

記

念

 

品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
o
 

ま

た

、

今

年

百

一

歳

と

町

 

内

在

住

の

最

高

齢

者

で

あ

る

 

鋤

木

田

の

世

良

馬

吉

さ

ん

は

 

少

し

カ

ゼ
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と
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こ

と

で
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し
か
し
、
こ
の
食
管
法
は
、
配
給
統
 

制
に
よ
る
量
の
公
平
配
分
を
E
眼
と
し
 

た
制
度
で
あ
っ
た
の
で
、
不
足
か
ら
過
 

剰
に
転
じ
た
最
近
の
米
の
需
給
実
態
と
 

合
わ
な
く
な
り
、
色
い
ろ
な
問
題
が
出
 

て
き
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
 

と
と
も
に
制
度
の
基
本
を
守
り
な
が
ら
 

過
剰
、
不
足
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
食
糧
 

事
情
で
も
制
度
が
ト
分
そ
の
役
割
り
を
 

果
せ
る
よ
う
に
法
律
が
改
正
さ
れ
ま
し
 

た。 新
し
い
食
量
管
理
法
は
、
昭
和
互
ト
 

ヒ
年
 
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

米
穀
通
帳
制
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
 

の
で
、
米
穀
通
帳
な
し
で
お
米
が
 

買
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
 

通
常
時
に
は
、
配
給
統
制
が
廃
止
さ
 

れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
 

い
て
は
、
従
来
か
ら
米
穀
通
帳
の
配
布
 

が
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
 

の
で
、
消
費
者
の
立
場
か
ら
は
あ
ま
り
 

変
化
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
 

ん
。
な
お
、
緊
急
時
に
は
、
配
給
統
制
 

が
復
活
さ
れ
ま
す
。
 

集
荷
業
警
、
販
売
業
者
が
指
定
ま
 

た
は
許
可
制
と
な
り
、
流
通
ル
ー
 

ト
を
特
定
し
て
業
者
の
責
任
が
明
 

確
化
さ
れ
ま
し
た
。
 

生
産
者
か
ら
米
を
集
荷
し
、
消
費
者
 

へ
の
米
の
販
売
を
行
う
集
荷
業
者
、
卸
 

小
売
の
販
売
業
者
の
役
割
り
は
重
要
で
 

会

場

に

は

お

み

え

に

な

っ

て

 

い

ま

せ

ん

で
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が
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方
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尾
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所
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野

園

長

の

司
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進

行

 

で

保

育

園

児

の

音

楽

会

、

養

 

命

大

学

、

公

民

館

文

化

サ

ー

 

ク

ル

の

み

な

さ

ん

の

踊

り

と

 

楽

し

い

時

間

を

過

ご

し

、

最

 

後

に

町

長

は

じ

め

全

員

で

炭

 

鉱

節

を

踊

っ

て

、

終

始

笑

顔

 

と

拍

手

で

な

ご

や

か

な

う

ち

 

に
長
寿
を
祝
い
ま
し
た
。
 

お
 

わ
 

び
 

敬
老
会
名
簿
の
印
刷
 

ミ
ス
の
た
め
多
数
の
方
 

に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
 

ま
し
た
。
 

ま
こ
と
に
申
し
訳
あ
 

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
謹
 

し
ん
で
お
詫
び
申
し
上
 

げ
ま
す
。
 

福
祉
係
 

す
。
こ
の
た
め
業
者
は
法
に
よ
る
指
定
 

ま
た
は
許
可
制
と
な
り
、
監
督
指
導
が
 

強
化
さ
れ
ま
し
た
。
 

ま
た
、
く
ず
米
業
者
も
指
定
ま
た
は
 

許
可
制
と
な
り
、
ヤ
ミ
業
者
は
、
き
び
 

し
く
処
罰
さ
れ
ま
す
。
 

し
か
し
、
そ
の
反
面
、
人
口
の
多
い
 

一
定
の
区
域
に
は
、
米
穀
小
売
店
が
簡
 

単
な
販
売
所
で
お
米
を
販
売
で
き
る
「
 

ブ
ラ
ン
チ
制
度
」
 
が
で
き
ま
し
た
。
 

こ
れ
に
よ
り
、
消
費
者
は
、
今
ま
で
 

よ
り
身
近
に
お
米
を
求
め
る
こ
と
が
で
 

弁
月
の
 

ン
 

C

」
ょ
み
と
行
事
」
 

和
名
 
霜
月
（
し
も
つ
き
）
 

霜
が
し
き
り
に
降
る
の
で
霜
降
月
。
 

そ
 11 

を
略
し
て
霜
月
と
い
う
。
 

1
日
（
月
）
 

全
国
青
少
年
健
全
育
成
強
 

調
月
間
 
燈
台
記
念
日
 

2
日
（
火
）
 

町
民
文
化
祭
 

婦
人
学
級
（
驚
総
）
 

ヤ
ン
グ
サ
ロ
ン
（
？
贈
認
）
 

3
日
（
水
）
 

町
民
文
化
祭
 
文
化
の
日
 

5
日
（
金
）
 

中
央
料
理
教
室
（
響
叙
）
 

7
日
（
日
）
 

第
九
回
赤
池
町
少
年
剣
道
 

大
会
（
誤
纏
）
 

心
配
ご
と
相
談
（
」
伽
戸
じ
 

8
目
（
月
）
 

第
一
回
ひ
と
り
ぐ
ら
し
老
 

人
を
励
ま
す
会
（
細
転
7
じ
 

立
冬
 

9
日
（
火
）
 

糖
尿
病
週
間
（
m
m

) 

11 

日
（
木
）
 

養
命
大
学
（
響
叙
）
 

税
を
知
る
週
間
（
耕
）
 

12 

日
（
金
）
 

解
放
講
座
（
耀
器
喧
）
 

15 

日
（
月
）
 

七
・
五
・
三
祝
 

16 

日
（
火
）
 

婦
人
学
級
（
難
総
）
 

ヤ
ン
グ
サ
ロ
ン
（
喚
蝉
諮
）
 

17 

日
（
水
）
 

中
央
料
理
教
室
（
難
認
）
 

心
配
ご
と
相
談
（
細
勤
●
に
）
 

21 

日
（
日
）
 

第
十
一
回
町
民
バ
ド
ミ
ン
 

ト
ン
大
会
（
鳴
知
斬
か
じ
 

23 

日
（
火
）
 

勤
労
感
謝
の
日
 

小
雪
 

25 

日
（
木
）
 

養
命
大
学
（
躍
叙
）
 

26 

日
（
金
）
 

解
放
講
座
（
耀
器
聖
 

28 

日
 
日） 

赤
池
町
青
少
年
健
全
育
成
 

大
会
 

I
 

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

米
の
無
償
譲
渡
の
道
が
開
か
れ
ま
し
 

た
の
で
、
郷
里
に
帰
っ
た
と
き
に
持
ち
 

帰
る
、
い
わ
ゆ
る
縁
故
米
や
お
中
元
、
 

お
歳
暮
な
ど
と
し
て
贈
る
“
贈
答
米
”
 

な
ど
に
つ
い
て
も
規
制
が
解
か
れ
ま
し
 

た。 

1

米
の
需
給
均
衡
化
 

ノ
 

／ 

を
図
り
ま
し
ょ
う
 

／
 

米
の
消
費
は
減
少
し
て
い
ま
す
 

米
の
一
人
年
間
消
費
量
は
、
昭
和
五
 

十
六
年
に
七
八
・
九
什
～
一
と
、
年
ご
と
 

に
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昭
和
 

三
十
七
年
当
時
（
ビ
ー
ク
）
の
約
三
分
 

の
二
で
す
。
 

こ
の
ま
ま
推
移
す
る
と
昭
和
六
十
五
 

年
に
は
、
六
士
二
か
ら
六
十
六
結
ム
程
 

度
に
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
 

こ
の
た
め
強
力
に
米
の
消
費
拡
大
を
 

は
か
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

水
田
利
用
再
編
対
策
と
米
消
費
拡
 

大
を
併
行
し
需
給
均
衡
化
を
は
か
 

っ
て
い
ま
す
 

米
の
生
産
は
、
生
産
力
の
向
L

に
よ
 

っ
て
単
収
は
着
実
に
増
加
し
て
い
ま
す
 

の
で
米
の
消
費
が
さ
ら
に
減
退
す
れ
ば
 

過
剰
米
の
増
加
に
つ
な
が
り
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
単
に
米
生
産
を
調
整
す
る
 

の
で
は
な
く
、
長
期
的
な
目
標
の
も
と
 

に
農
産
物
の
総
合
的
白
給
力
を
高
め
る
 

た
め
、
水
田
で
大
豆
・
麦
・
飼
料
作
物
 

な
ど
の
増
産
を
推
進
し
て
、
需
要
に
応
 

じ
た
米
の
生
産
を
行
い
つ
つ
、
 
一
方
で
 

は
、
米
の
消
費
拡
大
運
動
を
展
開
し
て
 

米
の
需
給
均
衡
化
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。
 

米
の
需
給
均
衡
化
を
、
み
な
さ
ん
 

の
協
力
に
よ
っ
て
推
進
し
食
糧
の
 

安
定
保
障
を
確
立
し
ま
し
ょ
う
 

米
は
我
が
国
の
風
L

に
適
し
た
作
物
 

で
唯
一
の
自
給
で
き
る
国
民
の
主
食
で
 

す
。
国
民
の
健
康
を
守
り
、
資
源
の
荒
 

廃
を
防
ぐ
に
は
、
ま
づ
、
当
面
す
る
米
 

の
需
給
均
衡
の
実
現
が
大
切
に
な
っ
て
 

き
ま
す
。
 

外
国
に
食
糧
の
供
給
を
大
幅
に
依
存
 

す
る
現
状
を
改
善
し
、
米
の
消
費
を
拡
 

大
し
、
そ
の
生
産
を
回
復
し
て
、
食
糧
 

の
安
定
保
障
を
確
立
し
ま
し
ょ
う
。
 

◇米需給均衡化対策 

、
 

『
 

、
 

、
 

、
 

、
 

、
 

、
 

、
・
、
、
，
、
 

I

ー

ー

一

 

需要対策 

米の消費拡大 

雪要量J 
1,055カ トンー 

生産対策 

水田利用再編対策 

、
 

I 血絵の均衡化各図り 、 

総合需給力の向上を 

計画生産量 
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田
川
地
区
の
被
差
別
 

部
落
の
形
成
と
 

差
別
政
策
 

江
戸
時
代
初
め
の
田
川
 

江
戸
時
代
の
田
川
郡
は
、
細
川
家
（
 

六
〇
〇
、
一
六
三
二
年
）
、
小
笠
原
 

家
（
一
六
三
ニ
ー
一
八
六
九
年
）
の
一
一
 

大
名
の
支
配
を
受
け
ま
し
た
。
村
々
へ
 

の
支
配
機
構
は
、
細
川
が
つ
く
り
、
小
 

笠
原
が
よ
り
強
力
に
継
承
し
実
施
し
ま
 

し
た
。
小
倉
藩
は
、
各
郡
に
役
所
を
置
 

き
武
士
を
役
人
と
し
て
派
遣
し
て
そ
の
 

取
り
締
り
に
当
た
ら
せ
ま
し
た
。
田
川
 

、 り 

議会だよ‘) 
昭
和
五
十
六
年
度
赤
池
町
立
病
院
事
業
 

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
 

収
益
的
収
入
お
よ
び
支
出
の
病
院
事
 

業
収
益
と
し
て
四
億
ト
六
万
四
千
九
百
 

三
十
円
、
同
支
出
四
億
五
千
三
ト
‘
万
 

六
千
八
百
六
十
六
円
、
差
引
△
圧
千
十
 

五
万
千
九
百
三
十
六
円
。
 

資
本
的
収
入
と
し
て
し
百
八
十
二
万
 

六
千
円
、
同
支
出
八
百
五
十
六
万
千
百
 

六
十
四
円
、
差
引
△
ヒ
百
三
十
五
万
百
 

六
十
四
円
。
 

昭
和
五
十
六
年
度
赤
池
町
上
水
道
事
業
 

会
計
歳
入
歳
出
決
算
 

収
益
的
収
入
お
よ
び
支
出
の
水
道
事
 

業
収
益
と
し
て
一
億
六
千
五
百
二
十
六
 

万
四
千
五
百
六
十
二
円
、
同
支
出
二
億
 

二
百
五
十
八
万
三
千
八
百
八
十
八
円
、
 

差
引
△
三
千
七
百
三
十
一
万
九
千
三
百
 

二
十
六
円
。
 

資
本
的
収
入
と
し
て
二
千
二
百
四
十
 

万
千
円
、
同
支
出
三
千
二
百
三
十
四
万
 

五
千
百
六
十
八
円
、
差
引
△
九
百
九
十
 

四
万
四
千
百
六
十
八
円
。
 

赤
池
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
 

(8) 

郡
で
は
、
香
春
町
に
役
所
を
置
き
、
郡
 

内
を
六
つ
（
初
期
は
七
つ
）
の
地
域
に
 

て
な
が
 

分
け
、
こ
れ
を
手
永
と
呼
ん
で
、
大
庄
 

屋
を
一
人
ず
つ
配
置
し
ま
し
た
。
例
え
 

ば
、
上
野
手
永
は
、
香
月
家
が
大
庄
屋
 

に
任
命
さ
れ
（
現
在
の
青
柳
窯
元
が
そ
 

の
家
敷
後
）
赤
池
町
、
方
城
町
、
金
田
 

町
南
木
、
神
崎
地
区
を
支
配
し
、
そ
の
 

下
の
各
村
々
に
庄
屋
、
方
頭
、
百
姓
代
 

の
村
方
三
役
を
置
き
、
行
政
の
最
小
単
 

位
と
し
ま
し
た
。
納
税
も
村
請
と
い
っ
 

て
、
村
人
の
連
帯
責
任
と
し
ま
し
た
。
 

ま
た
、
細
川
家
の
命
令
で
調
査
、
作
成
 

さ
れ
た
 
「
人
畜
改
帳
」
 

（
元
和
八
年
廿
 

一
六
二
二
年
）
に
よ
り
ま
す
 

ねんぐをおさめる農民 役人がきびし 

くかんとくして、、ます。 

と
、
当
時
の
田
川
郡
は
五
十
 

六
の
村
や
地
域
に
分
か
れ
、
 

田
川
郡
全
体
で
一
五
、
二
四
 

七
人
の
人
口
で
し
た
。
大
庄
 

屋
、
百
姓
、
名
子
（
隷
属
農
）
 

町
人
、
御
境
目
道
番
（
他
代
 

名
と
の
国
境
の
番
人
）
鍛
治
、
 

番
匠
（
大
工
）
、
大
鋸
（
き
 

こ
り
）
、
新
町
人
新
所
の
者
 

（
開
拓
農
民
）
焼
物
師
（
上
 

野
焼
、
弁
城
焼
）
、
同
売
子
、
 

寺
持
、
坊
主
、
座
頭
、
山
伏
 

の
順
に
、
十
六
種
の
職
業
、
 

ー
 

、

！

 

岬
大
博
劇
場
で
開
か
れ
る
 

入
る
 

任
理
事
）
ら
検
挙
さ
れ
る
 

聞
 

同
年
5
月
任
日
 

昭
和
2
年
 11 

月
 

”
福
岡
連
隊
で
差
別
事
 

解
放
運
動
の
歩
み
 

相
原
泰
作
二
等
 

川

件

 

軍
隊
内
の
差
別
撤
 

町
 

同
年
8
月
5
日
 
福
岡
連
隊
 

同
年
 11 

月
 12 

日
 

福
岡
連
隊
 
求
め
名
古
屋
練
兵
場
で
の
 

m

事
件
で
水
平
社
代
表
が
連
隊
側
 
着
別
糾
弾
闘
争
に
対
し
「
連
隊
 
観
兵
式
で
天
皇
に
直
訴
、
 

川
 
と
会
見
す
る
も
交
渉
決
裂
。
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爆
破
陰
謀
」
事
件
が
デ
ソ
チ
あ
 
会
議
に
送
ら
れ
る
o
 

町
 
日
に
は
全
国
水
平
社
本
部
に
福
 
げ
ら
れ
、
松
本
治
一
郎
、
藤
岡
 

山
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
」
」
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
 

22
 

日m 

卒、 

皿
 

廃

を

脚

 

天
皇
m
 

軍
法
皿
 

IIII
一
三
】
 

職
能
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軒
数
 

や
戸
主
数
、
男
女
別
人
口
が
出
さ
れ
て
 

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
細
川
が
領
内
各
地
 

の
牛
馬
数
を
含
む
生
産
力
や
、
職
業
別
 

人
口
を
つ
か
む
た
め
の
調
査
で
あ
り
、
 

注
目
す
べ
き
は
、
後
世
の
よ
う
に
身
分
 

別
や
職
業
の
上
下
が
な
く
、
た
だ
大
庄
．
 

屋
、
百
姓
を
最
初
に
し
、
後
は
羅
列
し
 

て
い
る
だ
け
で
す
。
幕
藩
体
制
の
初
ま
 

っ
た
ば
か
り
の
頃
で
す
か
ら
、
領
内
の
 

把
握
に
全
力
を
あ
げ
た
時
期
で
、
ま
だ
 

ま
だ
身
分
制
度
も
完
全
に
は
出
来
上
っ
 

て
な
く
、
人
び
と
を
何
等
か
の
身
分
に
 

は
め
る
こ
と
に
懸
命
で
あ
り
、
容
易
な
 

こ
と
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
が
古
 

文
書
か
ら
う
か
が
え
ま
す
。
ま
た
、
全
 

国
的
に
み
て
も
身
分
制
度
が
出
来
上
が
 

る
の
は
一
六
六
〇
年
代
と
い
わ
れ
て
い
 

ま
す
が
そ
れ
で
も
ま
だ
、
ど
の
身
分
に
 

入
れ
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
人
び
と
も
 

多
く
い
ま
し
た
。
 
一
七
一
三
年
の
 
「垣 

の
内
、
道
の
者
、
遊
君
、
茶
発
、
皮
多
 

等
、
皆
え
た
の
名
の
由
に
候
」
 

（
山
口
 

藩
）
は
、
い
ろ
ん
な
仕
事
の
人
々
を
支
 

配
者
が
、
そ
の
時
の
判
断
で
各
身
分
に
 

振
り
分
け
し
た
よ
い
例
と
い
え
ま
す
。
 

一
六
二
二
年
の
段
階
で
は
、
田
川
郡
で
 

誰
も
差
別
的
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

に
特
に
注
意
し
て
お
い
て
下
さ
い
。
な
 

お
当
時
現
在
の
赤
池
町
の
範
囲
で
の
軒
 

数
、
人
口
は
次
の
と
お
り
で
す
。
上
野
 

村
（
二
九
〇
軒
、
六
一
一
人
）
同
村
新
 

所
（
八
軒
）
同
村
焼
物
山
（
二
二
軒
、
 

六
五
人
）
鋤
木
田
村
（
五
三
軒
、
 
一一 

七
人
）
市
津
村
（
八
八
軒
、
 
一
八
四
人
）
 

と
な
っ
て
お
り
、
草
場
村
、
赤
池
村
、
 

能
方
村
な
ど
の
名
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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（
明
治
時
代
〕
 

江戸時代 , 

 に国時代 
室
町
時
代
 

南
北
朝
時
代
 

鎌
倉
時
代
 

叱
三
三
一
三
三
三
三
一
一
三
I
I
三
三
三
三
三
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三
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一
三
三
三
三
三
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三
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三
三
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九
 

大
正
 15 

年
5
月
2
日
 

全
国
 
岡
連
隊
差
別
事
件
特
別
委
を
設
 
正
右
衛
門
（
福
岡
県
水
平
社
委
 

水
平
社
第
5
回
大
会
が
福
岡
・
 

置
し
、
全
国
的
な
糾
弾
闘
争
に
 
員
長
）
木
村
京
太
郎
（
全
水
常
 

印
鑑
登
録
証
再
交
付
 

手
数
料
が
新
設
 
11
 

月
か
ら
 

ー

第

八

回

九

月

定

例

町

議

会

ー

 

昭
和
五
十
七
無
弔
八
回
九
月
定
例
町
議
会
は
、
九
月
三
十
日
か
ら
十
月
四
 

日
ま
で
五
日
間
の
会
期
で
行
わ
れ
、
赤
池
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
 

正
す
る
条
例
の
制
定
な
ど
九
議
案
が
上
程
さ
れ
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
 

さ
れ
ま
し
た
。
 

ま
た
、
五
件
の
請
願
が
審
議
さ
れ
、
発
議
と
し
て
二
つ
の
 

特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
o
 

正
す
る
条
例
の
制
定
 

今
ま
で
印
鋸
登
録
証
再
交
付
に
つ
い
 

て
は
、
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
し
た
が
 

近
隣
町
村
の
実
態
に
あ
わ
せ
、
再
交
付
 

の
手
数
料
が
新
設
さ
れ
、
十
一
月
一
日
 

か
ら
三
百
円
徴
収
と
な
り
ま
し
た
。
 

字
の
区
域
の
変
更
 

土
地
改
良
事
業
の
結
果
に
よ
り
上
野
 

大
谷
地
区
の
字
の
一
部
が
変
更
に
な
り
 

ま
し
た
。
 

福
岡
県
町
村
自
治
会
館
管
理
組
合
規
約
 

の
一
部
を
変
更
す
る
規
約
の
協
議
 

同
会
館
の
移
転
建
築
に
伴
い
、
規
約
 

の
一
部
改
正
が
協
議
さ
れ
ま
し
た
。
 

福
岡
県
市
町
村
消
防
団
員
公
務
災
害
補
 

償
組
合
規
約
の
一
部
変
更
 

組
合
構
成
市
町
村
の
う
ち
市
制
を
施
 

行
し
た
大
宰
府
市
を
規
約
上
明
記
す
る
 

な
ど
の
理
由
で
議
決
を
得
ま
し
た
。
 

昭
和
五
十
七
年
度
赤
池
町
「
般
会
計
補
 

正
予
算
 

一
億
九
千
六
百
六
十
九
万
七
千
円
の
 

追
加
補
正
で
予
算
総
額
四
十
億
三
千
一
一
 

百
九
万
九
千
円
と
な
り
ま
し
た
。
 

歳
入
の
主
な
も
の
と
し
て
、
公
営
住
 

宅
家
賃
改
正
に
よ
る
増
収
見
込
み
額
一
 

千
百
万
円
。
上
野
小
学
校
増
改
築
に
伴
 

う
指
定
寄
付
金
五
百
万
円
。
国
県
補
助
 

金
お
よ
び
町
債
で
は
、
各
種
事
業
の
補
 

助
単
価
改
正
お
よ
び
新
規
事
業
に
対
す
 

る
補
正
一
億
七
千
二
百
万
円
な
ど
で
す
。
 

歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
、
同
和
対
 

策
事
業
で
大
型
共
同
作
業
場
施
設
整
備
 

費
な
ど
、
過
疎
対
策
事
業
で
集
会
所
建
 

設
費
、
台
風
十
三
号
に
よ
る
公
共
施
設
 

災
害
復
旧
工
事
費
、
農
業
振
興
費
と
し
 

て
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
建
設
費
、
農
業
共
 

同
作
業
場
建
設
費
な
ど
で
す
。
 

ま
た
、
債
務
負
担
行
為
と
し
て
赤
池
 

町
総
合
団
地
汚
水
処
理
施
設
設
置
工
事
 

の
一
億
六
千
万
円
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
 

昭
和
五
十
七
年
度
赤
池
町
上
水
道
事
業
 

会
計
補
正
予
算
 

赤
池
町
総
合
住
宅
団
地
配
水
管
布
設
 

工
事
に
よ
り
資
本
的
収
入
お
よ
び
支
出
 

に
そ
れ
ぞ
れ
三
千
二
百
万
円
の
追
加
補
 

正
を
行
い
、
資
本
的
収
入
三
千
九
百
五
 

十
七
万
五
千
円
、
資
本
的
支
出
四
千
一
一
 

百
七
十
二
万
一
千
円
と
な
り
ま
し
た
。
 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
 

, 
'

？

ノ

 

j

／

・

 

二
反
ケ
浦
ー
松
本
線
道
路
改
良
工
事
 

の
予
定
価
格
の
金
額
が
三
千
万
円
を
ド
 

ら
な
い
た
め
議
決
を
得
ま
し
た
。
 

⑥
塩
専
売
制
度
の
存
続
に
関
す
る
請
願
 

l
採
択
 

⑥
赤
池
町
伏
原
地
区
公
民
館
建
設
に
関
 

す
る
請
願
井
総
務
委
員
会
へ
付
託
 

⑥
申
告
納
税
制
度
の
基
本
を
揺
が
す
記
 

帳
義
務
法
制
化
反
対
に
関
す
る
請
願
 

‘
採
択
 

⑨
大
幅
減
税
と
申
告
納
税
制
度
「
見
直
 

し
」
の
中
止
を
政
府
税
制
調
査
会
に
 

求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請
願
井
採
択
 

⑥
赤
池
町
十
八
支
所
地
区
公
民
館
建
設
 

に
関
す
る
請
願
井
総
務
委
員
会
へ
付
 

託
 

⑥
「
老
人
医
療
無
料
制
度
」
継
続
改
善
 

を
求
め
る
請
願
井
採
択
 

⑥
た
ば
こ
販
売
店
の
指
定
制
度
定
価
制
 

度
の
存
続
に
関
す
る
請
願
井
採
択
 

な
お
、
六
月
定
例
議
会
で
総
務
委
員
 

会
付
託
で
閉
会
中
の
審
議
と
な
っ
て
い
 

た
、
十
四
支
所
公
民
館
新
設
に
つ
い
て
 

の
陳
情
お
よ
び
十
一
支
所
集
会
所
建
設
 

に
関
す
る
陳
情
も
そ
れ
ぞ
れ
採
択
さ
れ
 

ま
し
た
。
 

（
特
別
委
員
会
し
 

エ
場
誘
致
促
進
特
別
委
員
会
（
山
下
次
 

男
委
員
長
ほ
か
九
人
）
 

赤
池
町
に
工
場
を
積
極
的
に
誘
致
し
 

産
業
の
振
興
と
雇
用
の
増
大
を
は
か
る
 

目
的
で
、
工
場
誘
致
の
促
進
問
題
に
関
 

一
 

二
氏
が
金
品
を
寄
贈
 

円
 

現
在
東
京
に
お
住
ま
い
の
 

α
 
安
永
和
民
氏
（
新
日
鉄
化
学
 

5
 
工
業
卿
副
社
長
）
が
、
私
有
 

地

ユ

 地
で
あ
る
上
野
五
区
の
田
川
 

朝

肥

 j
与
弘
ぐ
、
f
暮
わ
』
」
引
 

弱
 
品
 
館
敷
地
二
百
八
十
四
伊
ル
を
 

班

競

 
「
地
域
の
公
民
館
活
動
な
と
 

⑩

勃

 に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。
」
 

如
 
小
 
と
無
償
で
町
に
ご
寄
付
く
だ
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野
 
さ
い
ま
し
た
o
 

』

4

 
安
水
家
は
、
昭
和
の
初
め
 

彫

氏

 ま
で
鋤
木
田
に
お
ら
れ
た
方
 

和
 
徹
 
で
す
が
、
十
月
十
四
日
、
先
 

詠

松

 祖
の
お
墓
参
り
を
兼
ね
て
役
 

g
 
り
 

場
に
立
ち
寄
ら
れ
香
月
町
長
 

か
ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
 

ま
た
、
上
野
小
学
校
は
現
在
校
舎
の
 

増
改
築
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
上
 

野
大
浦
の
小
松
徹
氏
よ
り
 
「
建
設
費
の
 

一
部
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
」
 
と
五
 

百
万
円
を
ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

小
松
氏
に
は
三
月
の
校
舎
完
成
時
に
 

感
謝
状
を
贈
呈
す
る
予
定
で
す
。
 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

な
 

・
直
方
バ
イ
パ
ス
横
の
公
民
 

J
 

【役場に立ち寄られた安永夫婦】 

す
る
調
査
を
行
う
た
め
設
置
さ
れ
ま
し
 

た。 
町
立
病
院
運
営
特
別
委
員
会
（
井
上
牛
 

之
助
委
員
長
ほ
か
九
人
）
 

町
立
病
院
医
師
の
定
数
確
保
、
施
設
 

問
題
と
病
院
運
営
に
関
す
る
調
査
を
行
 

う
た
め
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
 

（
引
剰
質
間
）
 

起
債
（
借
金
）
と
健
全
財
政
に
つ
い
て
 

⑩
赤
池
町
の
財
政
規
模
で
は
、
ど
の
程
 

度
の
起
債
が
許
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
 

健
全
財
政
と
い
う
面
か
ら
兄
て
ど
の
程
 

度
の
起
債
額
が
妥
当
な
の
か
？
 

岡
旧
産
炭
地
で
あ
り
、
過
疎
対
策
、
同
 

和
対
策
と
い
う
問
題
が
あ
り
赤
池
町
は
 

他
町
村
並
み
に
い
か
な
い
所
が
あ
る
。
 

そ
れ
に
し
て
も
借
金
財
政
に
な
り
す
 

ぎ
て
い
る
。
法
に
よ
り
起
債
は
、
予
算
 

の
定
め
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
、
 

ま
た
県
知
事
の
許
可
を
必
要
と
す
る
が
、
 

現
在
、
六
十
九
億
円
の
借
金
が
あ
る
。
 

現
行
の
財
政
規
模
で
い
く
と
二
十
億
程
 

度
が
赤
池
町
の
平
均
起
債
額
で
あ
る
。
 

起
債
制
限
比
率
（
借
金
で
き
る
限
度
）
 

が
三
十
勃
ド
を
越
え
る
と
ほ
と
ん
ど
の
 

事
業
が
制
限
さ
れ
る
が
、
赤
池
町
は
現
 

在
二
十
八
・
九
シ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
 

ま
た
、
歳
出
総
額
で
新
築
資
金
等
貸
 

付
事
業
を
含
め
三
十
五
億
程
度
が
赤
池
 

町
の
財
政
規
模
で
あ
る
と
県
か
ら
指
適
 

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
十
億
の
予
算
 

削
減
が
必
要
で
あ
る
。
 


